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新 旧 

タイムズカープラス貸渡約款 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条 (約款の適用) 

1.タイムズ２４株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下

「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の

保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管されている貸渡

自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます)を第 2 条に定め

る会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サー

ビス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項に

ついては、法令又は一般の慣習によるものとします。 

2.当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約

に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先する

ものとします。 

 

第 2 章 会員 

 

第 2 条 (会員) 

1.会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手

続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。 

2.会員（法人、団体、組合、個人事業者その他の自然人ではない会員

を除きます）は、入会と同時にパーク２４株式会社が運営するタイ

ムズクラブの会員となり、パーク２４株式会社が別途定めるタイム

ズクラブ会員規約を遵守するものとします。 

 

第 3 条 (入会) 

1.入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むもの

とします。 

2.当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、

入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両

の借受に必要な会員番号を付与するものとします。 
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3.当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する

ことがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。 

(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していな

いとき。 

(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れが

あったとき。 

(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジ

ットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、

当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又は入会申込

者本人の名義ではないとき。 

(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反

社会的組織に属している者であると認められるとき。 

(5)当社が会員として不適格と判断したとき。 

4.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号平成 18 年 3

月 30 日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免

許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申

込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示

（WEB 申込においては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認

する書類の電磁的方法による送信を含みます）、及びそれらの書類の

複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、入会申込の際

に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切

の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しない

ものとします。 

 

第 4 条 (会員カード) 

1.当社が、第 3 条第 2 項の会員番号を、当該会員番号を登録した会員

カード(以下「会員カード」といいます)を貸与する方法により付与

する場合、会員は、会員カードの交付に要する費用相当額として別

に定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。 

2.会員は、当社から貸与を受けた会員カードを善良なる管理者の注意

をもって、使用・保管し、会員カードを第三者に使用させたり、複

製したりしないものとします。 

3.会員カードの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかに
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その旨を当社へ届け出るものとします。なお、会員は、会員カード

の再交付に要する費用相当額として、当社が別途定める金額を、当

社の請求に従い当社に支払うものとします。 

4.理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消と

なった時、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社

は会員に貸与した会員カードの機能を直ちに停止します。 

 

第 5 条(退会) 

会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出

るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを当社へ返還

するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当

社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続

するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も

同様とします。 

 

第 6 条(会員資格の停止及び取消) 

1.会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に

何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の

取消しを行うことができるものとします。 

(1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失した

とき。 

(2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があった

とき。 

(3)第 9条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞

し、又は支払を拒否したとき。 

(4)本約款に違反したとき。 

(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカード

や支払口座の利用が停止されたとき。 

(6)カーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指

定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。 

(7)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 

(8)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれ

らの申立を受けたとき。 
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(9)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表し

たとき。 

(10)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が

不渡りとなったとき。 

(11)他の会員に著しく迷惑を掛ける行為（カーシェアリング車両の

車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を

含むがこれらに限られない）を行ったと当社が判断したとき。 

(12)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をし

たとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしな

いとき、当社が道路交通法第 51 条の 4第 1項の放置違反金納付命

令を受け、放置違反金を納付したとき、その他、法令に違反する

行為をしたとき。 

(13)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の

反社会的組織に属している者であると認められるとき。 

(14)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すの

を不相当と認める事由が生じたとき。 

(15) パ ー ク ２ ４ グ ル ー プ 各 社

（http://www.park24.co.jp/company/group.html）（以下「パ ー

ク２４グループ」といいます）が提供するサービスに関する規約、

約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サ

ービスに係る会員資格を停止又は取消されたとき。 

(16)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が

届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否

したとき。 

(17)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。 

2.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間

が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付

し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出

をしない場合には、当社は、前項(1)に準じて、当該会員の会員資格

を停止し、又は取り消すことができるものとします。 

3.会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸

与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければな

らず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サー
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ビス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を

一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した

場合においても同様とします。 

4.会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、

会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用するこ

とができないものとします。 

5.会員は、第１項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、

停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の

月額基本料金について、１か月分全額を支払うものとします。また、

会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれ

を取消すことができます。 

 

第 3 章 貸渡契約 

 

第 7 条 (予約) 

1.会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及

び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あ

らかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他

借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約

申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時

に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。 

2.会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認さ

れません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後

の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。な

お、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会

員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第 33条の定めに加え、

それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するもの

とします。 

3.会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条

件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があること

を、予め了承します。 

4.会員は、第１項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を

変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時まで

ビス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を

一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した

場合においても同様とします。 

4.会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、

会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用するこ

とができないものとします。 

5.会員は、第１項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、

停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の

月額基本料金について、１か月分全額を支払うものとします。また、

会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれ

を取消すことができます。 

 

第 3 章 貸渡契約 

 

第 7 条 (予約) 

1.会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及

び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あ

らかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他

借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約

申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時

に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。 

2.会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認さ

れません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後

の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。な

お、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会

員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第 33条の定めに加え、

それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するもの

とします。 

3.会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条

件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があること

を、予め了承します。 

4.会員は、第１項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を

変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時まで
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に取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した

後に取消し又は変更をすることはできないものとします。 

5.会員が借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わな

かった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったと

きにも第 9条第 2項の定めにより利用料金を支払うものとします。 

6.当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できる

ことを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不

具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネ

ット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に

供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が

予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかっ

た場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責

任を負わないものとします。 

7.会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、

追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるもの

とします。 

8.会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認され

ません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のク

レジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、

及び会員資格の停止又は会員資格の取消しがあったときは、当社は

予約を取消すことができます。 

9.第 9 条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して

会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当

該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、

当社はこれを取消すことができます。 

 

第 8 条 (貸渡) 

1.前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステー

ションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続

を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとしま

す。 

2.当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証する

ものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員

に取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した

後に取消し又は変更をすることはできないものとします。 

5.会員が借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わな

かった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったと

きにも第 9条第 2項の定めにより利用料金を支払うものとします。 

6.当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できる

ことを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不

具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネ

ット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に

供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が

予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかっ

た場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責

任を負わないものとします。 

7.会員は、予約時に他の会員を追加運転者として登録することにより、

追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるもの

とします。 

8.会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認され

ません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のク

レジットカード与信枠の不足が判明したときは、当社は予約を取消

すことができます。 

 

9.第９条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して

会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当

該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、

当社はこれを取消すことができます。 

 

第 8 条 (貸渡) 

1.前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステー

ションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続

を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとしま

す。 

2.当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証する

ものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員
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による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電

気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステ

ムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェア

リング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すこと

が客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェ

アリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が

案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないとき

は、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第 6 条第 1

項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取

り消すことができます。なお、これにより会員に生ずる損害につい

て、当社は賠償責任を負わないものとします。 

3.前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことがで

きない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場

合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知

するものとします。 

 

第 9 条(本サービス利用料) 

1.本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方

運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施

している月額基本料金及び利用料金を言います。 

2.利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日

時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時

間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェア

リング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料

金を請求します。 

3.算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。 

4.会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)

を別途当社に対して支払うものとします。 

5.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路を利用した

ときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。 

6.前項で会員が ETC システムを利用した場合において、有料道路を運

営する高速道路株式会社等（以下「高速道路株式会社等」といいま

す）から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等

による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電

気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステ

ムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェア

リング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すこと

が客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェ

アリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が

案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないとき

は、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第 6 条第 1

項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取

り消すことができます。なお、これにより会員に生ずる損害につい

て、当社は賠償責任を負わないものとします。 

3.前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことがで

きない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場

合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知

するものとします。 

 

第 9 条(本サービス利用料) 

1.本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方

運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施

している月額基本料金及び利用料金を言います。 

2.利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日

時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時

間を基に算出されます。 なお、会員が予約取消をせず、カーシェア

リング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料

金を請求します。 

3.算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。 

4.会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)

を別途当社に対して支払うものとします。 

5.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路を利用した

ときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。 

6.前項で会員が ETC システムを利用した場合において、有料道路を運

営する高速道路株式会社等（以下「高速道路株式会社等」といいま

す）から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等
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があった場合、当社は高速道路株式会社等に対し、該当する利用者

に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意

するものとします。 

 

第 10 条 (本サービス利用料改定に伴う処置) 

1.当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 2 週間以上前

に、第 35 条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に

告知するものとします。 

2.会員が第 7 条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改

定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。 

 

第 11 条 (決済) 

1.会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員

が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジ

ットカードにより支払うものとします。 

2.前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払

を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出によ

る請求書による支払には応じることはできません。 

3.会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支

払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

4.本サービス使用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対

して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完

済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を

行うことができるものとします。 

 

第 12 条 (利用限度額) 

1.当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以

下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。 

2.前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、

その他の相当と認める方法により各会員に通知します。 

3.会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したとき

は、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。 

があった場合、当社は高速道路株式会社等に対し、該当する利用者

に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意

するものとします。 

 

第 10 条 (本サービス利用料改定に伴う処置) 

1.当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 2 週間以上前

に、第 35 条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に

告知するものとします。 

2.会員が第 7 条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改

定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。 

 

第 11 条 (決済) 

1.会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員

が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジ

ットカードにより支払うものとします。 

2.前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払

を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出によ

る請求書による支払には応じることはできません。 

3.会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支

払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

4.本サービス使用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対

して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完

済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を

行うことができるものとします。 

 

第 12 条 (利用限度額) 

1.当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以

下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。 

2.前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、

その他の相当と認める方法により各会員に通知します。 

3.会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したとき

は、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。 
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4.当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決

済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会

員の利用限度額を変更することができるものとします。 

 

第 13 条 (相殺) 

当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担する

ときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債

務といつでも相殺することができるものとします。 

 

第 14 条 (代替車両の不提供) 

当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場

合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負

わないものとします。 

 

第 15 条 (貸渡契約の解除) 

会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により

使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものと

します。 

 

第 16 条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了) 

1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗

力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に

帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場

合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契

約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、

カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス

利用料を免除するものとします。 

2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡

するものとします。 

 

第 17 条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了) 

カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事

故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェ

4.当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決

済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会

員の利用限度額を変更することができるものとします。 

 

第 13 条 (相殺) 

当社は、本約款に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員

が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも

相殺することができるものとします。 

 

第 14 条 (代替車両の不提供) 

当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場

合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負

わないものとします。 

 

第 15 条 (貸渡契約の解除) 

会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により

使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものと

します。 

 

第 16 条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了) 

1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗

力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に

帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場

合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契

約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、

カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス

利用料を免除するものとします。 

2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡

するものとします。 

 

第 17 条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了) 

カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事

故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェ
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アリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生

を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で

貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、カーシ

ェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料に

ついて、会員に対する免除は行わないものとします。 

 

第 18 条 (借受条件の変更) 

貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとす

るときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。な

お、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されま

せん。 

 

第 4 章 責任 

 

第 19 条 (定期点検整備) 

1.当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したカーシェ

アリング車両を貸し渡すものとします。 

2.前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見し

た場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。 

3.第 1 項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認め

られた場合には、当社は、第 7 条に基づき会員によりなされた予約

契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解

除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。 

 

第 20 条(日常点検整備) 

1.会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、

毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2に定める日常点検整備

を実施しなければならないものとします。 

2.会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見

した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとしま

す。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡がで

きなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内がで

きないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受

アリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生

を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で

貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、カーシ

ェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料に

ついて、会員に対する免除は行わないものとします。 

 

第 18 条 (借受条件の変更) 

貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとす

るときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。な

お、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されま

せん。 

 

第 4 章 責任 

 

第 19 条 (定期点検整備) 

1.当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したカーシェ

アリング車両を貸し渡すものとします。 

2.前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見し

た場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。 

3.第 1 項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認め

られた場合には、当社は、第 7 条に基づき会員によりなされた予約

契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解

除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。 

 

第 20 条(日常点検整備) 

1.会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、

毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2に定める日常点検整備

を実施しなければならないものとします。 

2.会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見

した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとしま

す。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡がで

きなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内がで

きないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受
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を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、こ

れにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものと

します。 

 

第 21 条 (会員の管理責任) 

1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両

を使用し、保管するものとします。 

2.前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了し

たときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。 

3.会員は、第 1 項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、

滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。 

 

第 22 条 (禁止行為) 

会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはなら

ないものとします。 

(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カー

シェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用す

ること。 

(2)カーシェアリング車両を会員以外の者、又は会員であっても第 7条

第 7 項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しく

は転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障

害となる一切の行為をすること。 

(3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造

若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装を

する等、その原状を変更すること。 

(4)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト

若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用する

こと。 

(5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用するこ

と。 

(6)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害

保険に加入すること。 

(7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。 

を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、こ

れにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものと

します。 

 

第 21 条 (会員の管理責任) 

1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両

を使用し、保管するものとします。 

2.前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了し

たときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。 

3.会員は、第 1 項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、

滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。 

 

第 22 条 (禁止行為) 

会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはなら

ないものとします。 

(1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カー

シェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用す

ること。 

(2)カーシェアリング車両を会員以外の者、又は会員であっても第 7条

第 7 項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しく

は転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障

害となる一切の行為をすること。 

(3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造

若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装を

する等、その原状を変更すること。 

(4)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト

若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用する

こと。 

(5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用するこ

と。 

(6)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害

保険に加入すること。 

(7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。 
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(8)カーシェアリング車両に灯油を積み込むこと。 

(9)当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為（カーシェアリング車

両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等

を含むがこれらに限られない）を行うこと。 

 

第 23 条 (運転者の労務供給の拒否) 

会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者

の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 

 

第 24 条 (賠償責任) 

1.会員は、第 17条に基づき貸渡契約が終了したときは、カーシェアリ

ング車両修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当

社に支払うこととします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の

予約時に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。 

2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシ

ェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合に

は、その損害を賠償する責任を負うものとします。 

3.貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害

が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、

当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約にお

ける利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損

害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸

失利益については賠償責任を負わないものとします。 

 

第 25 条 (補償) 

1.当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及

び当社の定める補償制度により、会員が負担した前条第 2 項の損害

賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 

(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みま

す) 

(2)対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 0万円) 

(3 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 0万円) 

(4)人身傷害補償 1名限度額 無制限 

(8)カーシェアリング車両に灯油を積み込むこと。 

(9)当社又は他の会員に著しく迷惑を掛ける行為（カーシェアリング車

両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等

を含むがこれらに限られない）を行うこと。 

 

第 23 条 (運転者の労務供給の拒否) 

会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者

の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。 

 

第 24 条 (賠償責任) 

1.会員は、第 17条に基づき貸渡契約が終了したときは、カーシェアリ

ング車両修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当

社に支払うこととします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の

予約時に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。 

2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシ

ェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合に

は、その損害を賠償する責任を負うものとします。 

3.貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害

が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、

当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約にお

ける利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損

害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸

失利益については賠償責任を負わないものとします。 

 

第 25 条 (補償) 

1.当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及

び当社の定める補償制度により、会員が負担した前条第 2 項の損害

賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 

(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みま

す) 

(2)対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 0万円) 

(3)車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 0万円) 

(4)人身傷害補償 1名限度額 無制限 
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搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含みます）に

つき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。（限度

額無制限：損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します） 

 

2.前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支

払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 

3.第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第 2 項

の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。 

4.本約款に対する違反行為（不作為を含む）があった場合、会員以外

の者による運転に起因する場合には、第 1 項に定める保険金又は補

償金は支払われません。 

 

第 26 条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など) 

1.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定

める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する

警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら

駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー

移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 

2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡

があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車

両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時

又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反につ

いての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時

に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として

法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認

書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従う

ものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、

又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、

当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング

車両の返還を拒否できるものとします。 

3.前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超

えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うも

のとします。 

搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含みます）に

つき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。（限

度額無制限；損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施しま

す） 

2.前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支

払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 

3.第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第 2 項

の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。 

4.本約款に対する違反行為（不作為を含む）があった場合には、第 1

項に定める保険金又は補償金は支払われません。 

 

 

第 26 条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など) 

1.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定

める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する

警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら

駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー

移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 

2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡

があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車

両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時

又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反につ

いての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時

に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として

法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認

書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従う

ものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、

又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、

当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング

車両の返還を拒否できるものとします。 

3.前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超

えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うも

のとします。 
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4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して

自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡し

たカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等

の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するも

のとします。 

5.当社が道路交通法第 51 条の 4第 1項の放置違反金納付命令を受け、

放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車

両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社

は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいま

す)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期

日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 

(1)放置違反金相当額 

(2)当社が別途定める駐車違反違約金 

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 

6.第 1 項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場

合において、当該会員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当

社の指定又は第 2 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに

応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違

約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐

車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けるこ

とができるものとします。 

7.会員が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合

において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は

公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、

当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受け

た駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還す

るものとします。第 6 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場

合においても、同様とします。 

8.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反

（最高速度違反行為）をしたときは、会員は、スピード違反をした

地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭し

て、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。 

 

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して

自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡し

たカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等

の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するも

のとします。 

5.当社が道路交通法第 51 条の 4第 1項の放置違反金納付命令を受け、

放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車

両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社

は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいま

す)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期

日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 

(1)放置違反金相当額 

(2)当社が別途定める駐車違反違約金 

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 

6.第 1 項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場

合において、当該会員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当

社の指定又は第 2 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに

応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違

約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐

車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けるこ

とができるものとします。 

7.会員が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合

において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は

公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、

当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受け

た駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還す

るものとします。第 6 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場

合においても、同様とします。 

8.会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反

（最高速度違反行為）をしたときは、会員は、スピード違反をした

地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭し

て、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。 
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第 5章 事故・盗難時の措置等 

 

第 27 条 (事故処理) 

1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生した

ときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に

定めるところにより処理するものとします。 

(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。 

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要と

する書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじ

め当社の承諾を得ること。 

(4)カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会

員自らが修理しないこと。 

2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるも

のとします。 

3.当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理に

ついて助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 

 

第 28 条 (盗難) 

会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、

次に定める措置をとるものとします。 

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 

(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。 

(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類

等を遅滞なく提出すること。 

 

第 29 条 (故障時の措置等) 

1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見

したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社

の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であ

ると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したとき

は、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシ

ェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡

第 5章 事故・盗難時の措置等 

 

第 27 条 (事故処理) 

1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生した

ときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に

定めるところにより処理するものとします。 

(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。 

(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要と

する書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじ

め当社の承諾を得ること。 

(4)カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会

員自らが修理しないこと。 

2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるも

のとします。 

3.当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理に

ついて助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 

 

第 28 条 (盗難) 

会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、

次に定める措置をとるものとします。 

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 

(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。 

(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類

等を遅滞なく提出すること。 

 

第 29 条 (故障時の措置等) 

1.会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見

したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社

の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であ

ると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したとき

は、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシ

ェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡



 

16 
 

日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 

2.会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべ

き事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に

要する費用を負担するものとします。 

3.当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不

能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。 

4.会員は、当社が第 19 条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発

生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場

合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとし

ます。 

 

第 30 条 (不可抗力事由による免責) 

1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、そ

の他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリン

グ車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ず

る損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この

場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 

2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車

両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・

インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービ

スの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力

事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった

場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わな

いものとします。 

 

第 6 章 返還 

 

第 31 条 (カーシェアリング車両の確認等) 

1.会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた

場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による

摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が

会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借

受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 

日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。 

2.会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべ

き事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に

要する費用を負担するものとします。 

3.当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不

能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。 

4.会員は、当社が第 19 条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発

生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場

合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとし

ます。 

 

第 30 条 (不可抗力事由による免責) 

1.当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、そ

の他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリン

グ車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ず

る損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この

場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 

2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車

両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・

インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービ

スの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力

事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった

場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わな

いものとします。 

 

第 6 章 返還 

 

第 31 条 (カーシェアリング車両の確認等) 

1.会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた

場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による

摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が

会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借

受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 
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また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェア

リング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定めら

れた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとし

ます。 

2.会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあ

たって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに

当社に連絡するものとします。 

 

第 32 条 (残置物の取扱い) 

1.会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリン

グ車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下

「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するも

のとします。 

2.無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返

還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された

カーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物

がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによ

って会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの

賠償責任も負わないものとします。 

3.会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作

業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、

当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その

他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場

合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を

受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘ら

ず、回収作業に要する費用として 2万円(ただし回収作業に要すると

見込まれる費用が 2 万円を超える場合には当該金額)を第 11 条に定

める方法により支払うものとします。 

4.当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物

を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産

的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物について

は、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとしま

す。 

また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェア

リング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定めら

れた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとし

ます。 

2.会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあ

たって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに

当社に連絡するものとします。 

 

第 32 条 (残置物の取扱い) 

1.会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリン

グ車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下

「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するも

のとします。 

2.無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返

還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された

カーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物

がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによ

って会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの

賠償責任も負わないものとします。 

3.会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作

業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、

当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その

他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場

合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を

受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘ら

ず、回収作業に要する費用として２万円(ただし回収作業に要すると

見込まれる費用が２万円を超える場合には当該金額)を第 11 条に定

める方法により支払うものとします。 

4.当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物

を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産

的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物について

は、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとしま

す。 
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(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、

その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収

した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出

がなければ廃棄します。 

(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ＥＴＣカードを含

み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、

金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺

失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない

場合には、回収した日か 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名

及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードにつ

いては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から

3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所

有者から引取りの申出がないときは廃棄します。 

(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の

物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 

(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、

回収した日から１か月間保管し、その間に所有者から引取りの申

出がなければ廃棄します。 

(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員

又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責

任も負わないものとします。 

5.当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に

引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万

円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合

には当該金額)を第 11 条に定める方法により支払うものとします。 

 

 

第 33 条 (カーシェアリング車両の返還) 

1.会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を

予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両

の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。 

2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する

ものとします。 

(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、

その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収

した日を含めて３日間保管し、その間に所有者から引取りの申出

がなければ廃棄します。 

(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ＥＴＣカードを含

み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、

金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺

失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない

場合には、回収した日から３か月間保管し、その間に所有者の氏

名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードに

ついては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日か

ら３か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又

は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。 

(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の

物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 

(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、

回収した日から１か月間保管し、その間に所有者から引取りの申

出がなければ廃棄します。 

(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員

又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責

任も負わないものとします。 

5.当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に

引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、２

万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が２万円を超える

場合には当該金額)を第 11 条に定める方法により支払うものとしま

す。 

 

第 33 条 (カーシェアリング車両の返還) 

1.会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を

予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両

の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。 

2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する

ものとします。 
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3.会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途

定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延

長利用手続をした場合は、この限りではありません。 

 

第 34 条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 

1.当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェア

リング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は

会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告

訴を行うなど法的手続をとるものとします。 

2.当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両

の所在を確認するものとします。 

3.第 1 項の場合、会員は第 24条の定めにより当社に与えた損害につい

て賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員

の探索に要した費用を負担するものとします。 

 

第 7 章 雑則 

 

第 35 条 (個人情報の取扱い) 

1.当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で

利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由が

ある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはあり

ません。 

(1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の

自動表示、本サービスの提供、本サービス利用料等の決済、自動

車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため 

(2)パーク２４グループの提供するサービスの入会資格・会員資格そ

の他サービス提供の可否の確認・判断のため 

(3)パーク２４グループ及びパーク２４グループの提携先が取り扱

う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため（ダ

イレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など） 

(4)パーク２４グループ及びパーク２４グループの提携先が取り扱

う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため（アンケ

ート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など） 

3.会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途

定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延

長利用手続をした場合は、この限りではありません。 

 

第 34 条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 

1.当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェア

リング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は

会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告

訴を行うなど法的手続をとるものとします。 

2.当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両

の所在を確認するものとします。 

3.第 1 項の場合、会員は第 24条の定めにより当社に与えた損害につい

て賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員

の探索に要した費用を負担するものとします。 

 

第 7 章 雑則 

 

第 35 条 (個人情報の取扱い) 

1.当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で

利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由が

ある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはあり

ません。 

(1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の

自動表示、本サービスの提供、本サービス利用料等の決済、自動

車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため 

(2)パーク２４グループの提供するサービスの入会資格・会員資格そ

の他サービス提供の可否の確認・判断のため 

(3)パーク２４グループおよびパーク２４グループの提携先が取り

扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため

（ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など） 

(4)パーク２４グループおよびパーク２４グループの提携先が取り

扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため（アン

ケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など） 
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(5)本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため 

(6)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため 

2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する

場合があります。 

(1)共同利用する個人情報の項目 

  氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 

車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメ

ラ画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために

必要な項目 

(2)共同利用者の範囲 

  パーク２４グループ各社（以下のホームページをご確認ください） 

http://www.park24.co.jp/company/group.html 

(3)共同利用の目的 

  第 1 項第 1号から第 4号に定める目的、及びそれらに付随、関連す

る業務の遂行のため 

(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称 

  当社 

(5)取得方法 

  口頭（電話等）、WEB上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケー

ト、その他の書面（電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含

む） 

3.当社は、会員のクレジットカード情報（カード名義・カード番号・

有効期間）を、下記のとおり利用します。 

(1)利用目的 

  本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に

対して負担する債務を決済するため 

(2)情報の取得者 

  タイムズ２４株式会社 

(3)情報の提供先名 

  会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会社 

(4)保存期間 

  本サービス提供終了時より 7年間 

4.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供

(5)本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため 

(6)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため 

2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する

場合があります。 

(1)共同利用する個人情報の項目 

  氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 

車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメラ

画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要

な項目 

(2)共同利用者の範囲 

  パーク２４グループ各社（以下のホームページをご確認ください）

http://www.park24.co.jp/company/group.html 

(3)共同利用の目的 

  第 1 項第 1号から第 4号に定める目的、及びそれらに付随、関連す

る業務の遂行のため 

(4)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称 

  当社 

(5)取得方法 

  口頭（電話等）、WEB上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケー

ト、その他の書面（電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含

む） 

3.当社は、会員のクレジットカード情報（カード名義・カード番号・

有効期間）を、下記のとおり利用します。 

(1)利用目的 

  本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に

対して負担する債務を決済するため 

(2)情報の取得者 

  タイムズ２４株式会社 

(3)情報の提供先名 

  会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会社 

(4)保存期間 

  本サービス提供終了時より 7年間 

4.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供
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する場合があります。 

(1)第三者に提供する目的 

  第 9 条第 6項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当す

る利用者の情報を提供するため 

(2)提供する個人情報の項目 

  氏名 住所 電話番号（その他前項の目的のために高速道路運営会

社等が求める情報） 

(3)提供の手段又は方法 

  郵送 FAX 送信 口頭（電話） 

(4)当該情報の提供を受ける者 

  会員が利用した高速道路株式会社等 

5.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護

措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することが

できるものとします。 

6.当社は、以下の情報を含む会員による本サービスの利用にあたり取

得した情報（以下「利用情報」といいます）について、以下の目的

で、当社において使用することができるものとします。なお、当社

は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別する

ことができないよう匿名化処理を行うものとします。 

(1)主な利用情報 

料金プラン クラス ステーション（出発、帰着） 車種 利用時

間（予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等） 利用料金 利

用距離 ペナルティ料金 加減速度 最高速度 その他カーシェア

リング車両車載機器記録情報等 

 (2)利用目的 

本サービス及びパーク２４グループの提供する商品、サービスの改

善、充実のため 

パーク２４グループ及びパーク２４グループの新サービスの検討、

実施のため 

(3)提供先 

パーク２４グループ 

7.本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、

タイムズ２４ホームページ（http://www.times24.co.jp/）上に記載

する場合があります。 

(1)第三者に提供する目的 

  第 9 条第 6項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当す

る利用者の情報を提供するため 

(2)提供する個人情報の項目 

  氏名 住所 電話番号（その他前項の目的のために高速道路運営会

社等が求める情報） 

(3)提供の手段又は方法 

  郵送、FAX 送信、口頭（電話） 

(4)当該情報の提供を受ける者 

  会員が利用した高速道路株式会社等 

5.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護

措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することが

できるものとします。 

6.当社は、以下の情報を含む会員による本サービスの利用にあたり取

得した情報（以下「利用情報」といいます）について、以下の目的

で、当社において使用することができるものとします。なお、当社

は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別する

ことができないよう匿名化処理を行うものとします。 

(1)主な利用情報 

料金プラン、クラス、ステーション（出発、帰着）、車種、利用時間

（予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等）、利用料金、利用距

離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他カーシェアリン

グ車両車載機器記録情報等 

 (2)利用目的 

本サービスおよびパーク２４グループの提供する商品、サービスの

改善、充実のため 

パーク２４グループおよびパーク２４グループの新サービスの検

討、実施のため 

(3)提供先 

パーク２４グループ 

7.本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、

タイムズ２４ホームページ（http://www.times24.co.jp/）上に記載
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した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に

従うものとします。 

 

第 36 条（GPS 機能） 

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム（以下「GPS 機能」

といいます）が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリ

ング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該

記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾しま

す。 

(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーション

に返還されたことを確認する場合。 

(2)第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カ

ーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社

が認識する必要があると当社が判断した場合。 

(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員そ

の他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する

場合。 

(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 

 

第 37 条 (ドライブレコーダー) 

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されてい

る場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記

録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 

(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要が

あると当社が判断した場合。 

(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員そ

の他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する

場合。 

(3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 

 

第 38 条 (遅延利息) 

1.会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎて

もなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの

した「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」

に従うものとします。 

 

第 36 条（GPS 機能） 

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム（以下「GPS 機能」

といいます）が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリ

ング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該

記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾しま

す。 

(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーション

に返還されたことを確認する場合。 

(2)第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カ

ーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社

が認識する必要があると当社が判断した場合。 

(3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員そ

の他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する

場合。 

(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 

 

第 37 条 (ドライブレコーダー) 

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されてい

る場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記

録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 

(1)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要が

あると当社が判断した場合。 

(2)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員そ

の他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する

場合。 

(3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 

 

第 38 条 (遅延利息) 

1.会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎて

もなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの
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日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サー

ビス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに

指定する方法で支払うものとします。 

2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員

の負担とします。 

 

第 39 条 (保証金の取扱い) 

1.当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他

当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、

保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、

保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対す

る債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当

社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この

場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなけれ

ばなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託

保証金の増額を請求できるものとします。 

2.会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主

張することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第

三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。 

3.保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は

本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべ

き債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還さ

れるものとします。 

4.会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービス

の提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡

先に当社が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金

は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てな

いものとします。 

5.当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入

会を承認しない場合があります。 

 

第 40 条 (契約の細則) 

当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用の手引き」等の細則及

日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サー

ビス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに

指定する方法で支払うものとします。 

2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員

の負担とします。 

 

第 39 条 (保証金の取扱い) 

1.当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他

当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、

保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、

保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対す

る債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当

社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この

場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなけれ

ばなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託

保証金の増額を請求できるものとします。 

2.会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主

張することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第

三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。 

3.保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は

本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべ

き債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還さ

れるものとします。 

4.会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービス

の提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡

先に当社が連絡しても、当該会員と連絡が取れないときは、保証金

は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てな

いものとします。 

5.当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入

会を承認しない場合があります。 

 

第 40 条 (契約の細則) 

当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用の手引き」等の細則を
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び利用条件等を定め、当社ホームページに掲載することができるもの

とし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。 

 

第 41 条 (本約款等の変更) 

1.当社は、会員の事前の承認なしに、第 2 項に定める方法により、本

約款及び細則を変更することがあります｡  

2.本約款及び細則の変更は、変更内容を第 35 条記載の当社ホームペー

ジに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします｡ 

3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに

掲載した効力発効日より生ずるものとします。 

 

第 42 条 (届出事項の変更) 

1.会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メー

ルアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法

によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。 

2.会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛

てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メール

アドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達

すべきときに会員に到達したものとします。 

3.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間

が満了したときは、第 6 条第 2 項の規定により、更新された運転免

許証の写し又は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された

旨を届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処

分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。 

4.会員が第 1 項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害

について、当社は責任を負わないものとします。 

 

第 43 条（本サービスの中止） 

1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通

知することなく一時的に本サービスを中止することができるものと

します。 

(1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、

ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合 

定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、会員はこ

の細則を遵守するものとします。 

 

第 41 条 (本約款等の変更) 

1.当社は、会員の事前の承認なしに、第 2 項に定める方法により、本

約款及び細則を変更することがあります｡  

2.本約款及び細則の変更は、変更内容を第 35 条記載の当社ホームペー

ジに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします｡ 

3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに

掲載した効力発効日より生ずるものとします。 

 

第 42 条 (届出事項の変更) 

1.会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メー

ルアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法

によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。 

2.会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛

てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メール

アドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達

すべきときに会員に到達したものとします。 

3.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間

が満了したときは、第 6 条第 2 項の規定により、更新された運転免

許証の写し又は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された

旨を届け出るものとします。 

 

4.会員が第 1 項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害

について、当社は責任を負わないものとします。 

 

第 43 条（本サービスの中止） 

1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通

知することなく一時的に本サービスを中止することができるものと

します。 

(1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、

ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合 
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(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又

は通信障害、システム障害等が発生した場合 

(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合 

(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があ

ると当社が判断した場合 

(5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が

必要と判断した場合 

2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、

又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一

切責任を負わないものとします。 

 

第 44 条（通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責） 

1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、

本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修

正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに

起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとしま

す。 

2.当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメ

ール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピ

ューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しませ

ん。 

 

第 45 条 (管轄裁判所) 

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本

店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 

 

第 8 章 法人会員についての特則 

 

第 46 条 (利用申込) 

1.法人（法人又はそれに準ずる団体をいいます）が本サービスを利用

しようとするときは、「タイムズ法人会員規約」に基づいてタイムズ

法人会員登録手続を行った上で、カーシェアリング車両の運転を行

う者（以下「登録運転者」といいます）を特定して本サービスの利

(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又

は通信障害、システム障害等が発生した場合 

(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合 

(4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があ

ると当社が判断した場合 

(5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が

必要と判断した場合 

2.当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、

又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一

切責任を負わないものとします。 

 

第 44 条（通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責） 

1.当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、

本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修

正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに

起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとしま

す。 

2.当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメ

ール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピ

ューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しませ

ん。 

 

第 45 条 (管轄裁判所) 

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本

店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 

 

第 8 章 法人会員についての特則 

 

第 46 条 (入会) 

1.法人（法人、団体、組合、個人事業者をいいます）が会員となろう

とするときは、カーシェアリング車両の運転を行う者(以下「登録運

転者」といいます)を特定して入会を申し込むものとします。 
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用を申し込むものとし、当社がその利用を承認した者を本約款が適

用される法人会員とします。 

2.本サービスの利用申込をなす法人の場合、第 2 条第 2 項の「会員」

を「登録運転者」と読み替え、また第 3条第 3項第 3号の規定を「与

信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替え

るものとします。また、前項の法人会員に対しては、本約款第 3 条

（入会）、第 5条（退会）並びに第 6条（会員資格の停止及び取消）

の各規定は、本サービスの利用申込、本サービスの利用終了並びに

本サービスの利用資格の停止及び終了に関する規定として適用され

るものとします。 

3.当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の本サービ

スの利用を承認するものとします。登録運転者は複数名登録できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.法人会員は、法人会員が契約したタイムズ法人会員に関する規約、

約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、会員資格を停

止又は取消された場合、本サービスについても利用資格を停止又は

取消されるものとします。なお、本サービス利用資格の取消となっ

た場合、法人会員は、タイムズ法人会員としての資格も喪失し、パ

ーク２４グループに対し、タイムズビジネスカードを返却するもの

とします。 

 

 

 

 

 

2.入会申込をなす法人の場合、第 2 条第 2 項の「会員」を「登録運転

者」と読み替え、また第 3 条第 3 項第 3 号の規定を「与信審査の結

果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替えるものとし

ます。 

 

 

 

 

3.当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の入会を承

認するものとします。登録運転者は複数名登録できます。 

 

4.法人会員に対し発行する会員カードは、第 4 条の定めに拘らず、パ

ーク２４グループの法人会員専用複合カードであるタイムズビジネ

スカード（以下「タイムズビジネスカード」といいます）とし、法

人会員は、入会と同時に、タイムズビジネスカードの基本サービス

である、当社の運営するタイムズ駐車場利用時の駐車料金精算サー

ビスの会員となり、当社が別途定めるタイムズビジネスカード会員

利用規約を遵守するものとします。なお、その他タイムズビジネス

カードにて利用可能なパーク２４グループの提供するサービスにつ

いては、その提供を希望し、当該サービスの運営者が承諾した法人

会員のみ利用することができます。 

5.法人会員は、法人会員がタイムズビジネスカードにて利用可能なパ

ーク２４グループの提供するサービスのうち、その提供を希望し、

当該サービスの運営者が承諾したサービス（以下「利用サービス」

といいます）に関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消

事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取消さ

れた場合、本サービス及び他の利用サービスについても、会員資格

を停止又は取消されるものとします。なお、会員資格の取消となっ

た場合、法人会員は、パーク２４グループに対し、タイムズビジネ

スカードを返却するものとします。 

6.タイムズビジネスカードは、カード管理担当者が責任をもってその
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5.法人会員は、登録運転者に関する第 35 条第 6項所定の利用情報につ

いて当社より提供を受ける場合、利用情報がプライバシー情報に該

当する等、登録運転者の承諾が必要なときは、法人会員の責任にお

いて予め登録運転者の承諾を得るものとします。 

 

第 47 条 (決済) 

法人会員の決済は、第 11条の規定によらず、当社が別途定める方法に

より行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

管理を行うものとします。 

7.法人会員は、タイムズビジネスカードの管理の不手際又はその不正

使用により、パーク２４グループ、他の会員又はその他の第三者に

生じた損害に関し、一切の責任を負うものとします。 

8.法人会員は、タイムズビジネスカードの譲渡、名義変更、売買、貸

与等の行為を行わないものとします。 

9.法人会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合又はそのおそれが

あることを知った場合には、その旨を所定の様式に基づいて直ちに

パーク２４グループに通知するものとします。この場合、パーク２

４グループより特段の指示があれば、その指示に従って適切な措置

を講じなければならないものとします。 

(1)法人会員の都合によりカード機能を停止又は制限しようとする

場合 

(2)タイムズビジネスカードを盗まれ、又は紛失した場合 

(3)タイムズビジネスカードが第三者に不正に取得された場合、又は

不正に使用された場合 

10.パーク２４グループは、前項の事由により法人会員に発生した損害

について一切責任を負わないものとします。 

11.法人会員は、登録運転者に関する第 35 条第 6 項所定の利用情報に

ついて当社より提供を受ける場合、利用情報がプライバシー情報に

該当する等、登録運転者の承諾が必要なときは、法人会員の責任に

おいて予め登録運転者の承諾を得るものとします。 

 

第 47 条 (決済) 

法人会員の決済は、第 11条の規定によらず、当社が別途定める方法に

より行うものとします。 

 

第 48 条（決済特約) 

1.本条は、タイムズモビリティネットワークス株式会社（以下「タイ

ムズモビリティネットワークス」といいます）を経由して本サービ

スに入会した法人会員に対して適用されるものとします。 

2.当社は、毎月末締めで算出された当月分の本サービス利用記録（以

下「本サービス利用記録」といいます）を集計し、タイムズモビリ
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第 48 条 (保証金特約) 

1.第 39 条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、タイ

ムズ法人会員規約に定める各種サービスにおいて、パーク２４グル

ープとの間に発生する全ての債務の担保として取り扱い、法人会員

がパーク２４グループとの間に発生する債務のうちいずれか一つで

も支払を遅延した場合、パーク２４グループは、いつでも保証金を

ティネットワークスに対し、本サービス利用記録及び本サービス利

用記録に基づく会員の本サービス利用料、及び本サービスの利用に

関連して法人会員が当社に対して負担する債務（以下「本サービス

利用料等」といいます）のデータ（以下「本サービス利用料金デー

タ」といいます）を送付します。 

3.前項の本サービス利用料金データをタイムズモビリティネットワー

クスが受領するのと同時に、当社が法人会員に対して有する当該月

の本サービス利用料等は、タイムズモビリティネットワークスに譲

渡されます。 

4.タイムズモビリティネットワークスは、本サービス利用料金データ

に基づき、法人会員に対し、本サービス利用料等の請求を行うもの

とし、法人会員は、かかる請求に従い、タイムズモビリティネット

ワークスに対し、タイムズモビリティネットワークスの指定する方

法により本サービス利用料等を支払うものとします。 

5.法人会員は、法人会員の本サービス利用記録及び本サービス利用料

金データがタイムズモビリティネットワークスに送付されること、

及び当社の法人会員に対する本サービス利用料等請求権がタイムズ

モビリティネットワークスに譲渡されることを承諾します。 

6.タイムズモビリティネットワークスより請求を受けた本サービス利

用料等に関し紛議が生じ、法人会員がタイムズモビリティネットワ

ークスに対する本サービス利用料等の支払いを拒絶し、又は滞らせ

た場合、タイムズモビリティネットワークスはその旨を直ちに当社

に通知するものとします。 

7.前項の場合、タイムズモビリティネットワークスは、紛議の対象と

なった本サービス利用料等請求権を当社に返還し、法人会員と当社

で当該紛議を解決するものとします。 

 

第 49 条 (保証金特約) 

1.第 39 条に基づき法人会員が当社に預託した保証金については、利用

サービスにおいて、パーク２４グループとの間に発生する全ての債

務の担保として取り扱い、法人会員がパーク２４グループとの間に

発生する債務のうちいずれか一つでも支払を遅延した場合、パーク

２４グループは、いつでも保証金を当該債務の弁済に充当すること
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当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、

法人会員は、パーク２４グループからの請求により、追加保証金を

預託しなければなりません。また、パーク２４グループは、法人会

員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものと

します。 

2.法人会員は、保証金をパーク２４グループに対する債務の弁済に充

当するよう主張することはできません。また、法人会員は、保証金

の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはな

りません。 

3.保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員が

パーク２４グループに対して支払うべき債務を精算した後、なお余

剰があれば、無利息にて法人会員に返還されるものとします 

 

第 49 条 (責任) 

1.法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、登録運転者の

行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為

により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任

を負うことを予め承諾するものとします。 

2.法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとしま

す。 

 

第 50 条 (登録運転者の義務) 

1.登録運転者は、法人会員と共に本約款の定めを遵守するものとしま

す。 

2.登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法

人会員と連帯してその責任を負うものとします。 

 

 

プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特約 

1.会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電

気自動車（以下あわせて「電気自動車」といいます）の場合、当該

電気自動車及び電気自動車の充電器（以下「充電器」といいます）

の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を

ができるものとします。この場合、法人会員は、パーク２４グルー

プからの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。ま

た、パーク２４グループは、法人会員に対して、必要に応じて、預

託保証金の増額を請求できるものとします。 

 

2.法人会員は、保証金をパーク２４グループに対する債務の弁済に充

当するよう主張することはできません。また、法人会員は、保証金

の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはな

りません。 

3.保証金は、全ての利用サービスに関する契約が終了し、法人会員が

パーク２４グループに対して支払うべき債務を精算した後、なお余

剰があれば、無利息にて法人会員に返還されるものとします 

 

第 50 条 (責任) 

1.法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、登録運転者の

行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為

により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任

を負うことを予め承諾するものとします。 

2.法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとしま

す。 

 

第 51 条 (登録運転者の義務) 

1.登録運転者は、法人会員と共に本約款の定めを遵守するものとしま

す。 

2.登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法

人会員と連帯してその責任を負うものとします。 

 

 

プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特約 

1.会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電

気自動車（以下あわせて「電気自動車」といいます）の場合、当該

電気自動車及び電気自動車の充電器（以下「充電器」といいます）

の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を
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遵守するものとします。 

2.会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の

費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対

象に含まれることを予め承諾するものとします。 

3.会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した

場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。 

4.電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に

帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

5.会員は、電気自動車の返還にあたり、タイムズカープラス貸渡約款

第３１条、第３３条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電

気自動車の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電

器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還し

た場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が

発生した場合の損害を賠償するものとします。 

6.会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用

する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識

し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。 

7.当社は、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場

合、いかなる責任も負わないものとし、レッカー費用その他借受時

のステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するも

のとします。 

 

 

 平成 18 年 6 月 1 日制定 

 平成 21 年 5 月 22 日改定 

 平成 21 年 11 月 1 日改定 

 平成 22 年 6 月 1 日一部修正 

 平成 22 年 12 月 1 日改定 

 平成 23 年 5 月 1 日改定 

 平成 23 年 11 月 15日改定 

 平成 24 年 7 月 25 日改定 

 平成 24 年 11 月 1 日改定 

遵守するものとします。 

2.会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の

費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対

象に含まれることを予め承諾するものとします。 

3.会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した

場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。 

4.電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に

帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

5.会員は、電気自動車の返還にあたり、タイムズカープラス貸渡約款

第３１条、第３３条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電

気自動車の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電

器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還し

た場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が

発生した場合の損害を賠償するものとします。 

6.会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用

する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識

し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。 

7.当社は、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場

合、いかなる責任も負わないものとし、レッカー費用その他借受時

のステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するも

のとします。 

 

 

 平成 18 年 6 月 1 日制定 
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